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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　刺繍すべき形状を表す画像データを与えるための手段と、
　該画像データに基づいて刺繍すべき形状の刺繍縫い目を表す縫い目データを生成するた
めの縫い目データ生成装置と、
　前記画像データ又は縫い目データに基づいて紐状体を刺繍対象物に縫いつけるための装
飾ステッチデータを生成する装飾ステッチデータ生成装置と、
　前記紐状体の種類と太さの中、少なくとも太さを指定する装飾ステッチ条件入力装置と
、を備え、
　前記装飾ステッチデータ生成装置は、前記装飾ステッチ条件入力装置による指定に対応
して、少なくとも前記太さに対応したステッチラインのピッチＰの装飾ステッチデータを
生成する、
　ことを特徴とする刺繍データ生成装置。
【請求項２】
　刺繍すべき形状を表す画像データを与えるための手段と、
　該画像データに基づいて刺繍すべき形状の刺繍縫い目を表す縫い目データを生成するた
めの縫い目データ生成装置と、
　前記画像データ又は縫い目データに基づいて紐状体を刺繍対象物に縫いつけるための装
飾ステッチデータを生成する装飾ステッチデータ生成装置と、
　前記縫い目データ生成装置により縫い目データを生成するか、前記装飾ステッチデータ
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生成装置により装飾ステッチデータを生成するか、或は縫い目データと装飾ステッチデー
タの両方を生成するかを選択するための生成データ選択装置と、
　前記紐状体の種類と太さの中、少なくとも太さを指定する装飾ステッチ条件入力装置と
、を備え、
　前記装飾ステッチデータ生成装置は、前記装飾ステッチ条件入力装置による指定に対応
して、少なくとも前記太さに対応したステッチラインのピッチＰの装飾ステッチデータを
生成する、
　ことを特徴とする刺繍データ生成装置。
【請求項３】
　前記刺繍すべき形状が複数の単位模様により構成され、
　前記生成データ選択装置は、前記単位模様毎に、縫い目データを生成するか、装飾ステ
ッチデータを生成するか、或は縫い目データと装飾ステッチデータの両方を生成するか、
を選択可能である、
　請求項２の刺繍データ生成装置。
【請求項４】
　前記装飾ステッチデータのステッチ方向θ、ステッチ幅Ｗ及びステッチラインのピッチ
Ｐの中の１又は２又は３を操作者が変更するためのステッチ変更入力装置を更に備えた、
　請求項１又は２又は３に記載の刺繍データ生成装置。
【請求項５】
　前記生成した縫い目データ及び装飾ステッチデータに基づいて、仕上がり状態を示す表
示データを生成する表示データ生成装置を、更に備えた、
　請求項１又は２又は３又は４に記載の刺繍データ生成装置。
【請求項６】
　前記紐状体が毛糸である、
　請求項１又は２又は３又は４又は５に記載の刺繍データ生成装置。
【請求項７】
　前記紐状体がリボンである、
　請求項１又は２又は３又は４又は５に記載の刺繍データ生成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、刺繍データ生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年ミシンなどに刺繍機能を持たせて高機能化した刺繍縫い可能なミシンが普及しつつ
ある。この刺繍縫い可能なミシンはＸ－Ｙ方向に可動な刺繍枠を備え、ここに刺繍対象物
である布を保持して、布側を移動させることにより刺繍を行う構成になっている。
　ところで、近年刺繍表現に多様性が求められるようになってきており、単なる刺繍だけ
ではなく、毛糸やリボン等の装飾を縫いつけることにより多彩な刺繍を可能にしたものが
求められている。
　毛糸などの紐状体を縫い付ける場合、毛糸の中心線（軸上）に針を落として縫い付ける
方法（特開平５－１１７９５６号の図１３）が一般的に行われている。また、毛糸やリボ
ンなどには針を落さず、その上面を幅方向に対して跨ぐように針を落として毛糸やリボン
を押さえつけるようにした千鳥状に縫い目を形成して毛糸を押える千鳥縫い（特開平５－
１１７９５６号の図１１、特公平７－１１２５１９号）方法も知られている。　
　また本願出願人は従来の刺繍縫いミシンに改良を加えて、毛糸やリボンなどの紐状体を
、裏側からその中心線に沿って縫いつけることにより毛糸の表側にミシン縫い目が表れな
い装飾縫いが可能なミシンを開発している（特開平１０－３１０９６９号、特開平１１－
０９３０５９号）。
　また、前記した千鳥縫いの装飾ステッチデータを生成する装置が特開平８ー３１１７６
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１号において提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１１７９５６号
【特許文献２】特公平７－１１２５１９号
【特許文献３】特開平１０－３１０９６９号
【特許文献４】特開平１１－０９３０５９号
【特許文献５】特開平８ー３１１７６１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、このような装飾品を縫いつけるための装飾ステッチは、前記したように通常
の刺繍縫い目（針落ち点）とは異なるものであり、装飾縫いつけ用の縫い目データが必要
であるが、従来は装飾ステッチデータはメーカなどが作成したものを、ＣＤＲＯＭ等によ
り販売しており、ユーザサイドで作成することはできなかった。
　通常の刺繍縫い目データについては、画像データから自動的に生成し得る装置が普及し
ており、ユーザサイドで自由に刺繍縫い目データを生成できる環境がある反面、装飾ステ
ッチデータについては、画像データから自動的に生成する装置がなく、刺繍の自由度が限
定されている問題があった。画像データから刺繍縫い目データと装飾ステッチデータの両
方を生成することが可能であれば、刺繍縫い目と装飾ステッチの選択を適宜行うことがで
き、刺繍の自由度が向上し、多様な刺繍縫いが実現できるため、刺繍縫い目データだけで
なく、同時に装飾ステッチデータを自動的に生成し得る装置が求められていた。　
  前記した文献５の装飾ステッチデータ生成は、予め毛糸やリボン等の配置位置を決めて
おき、この配置位置データに基づいて、前記したように毛糸やリボンなどには針を落さず
、その上面を幅方向に対して跨ぐように針を落として毛糸やリボンを押さえつけるように
した千鳥状のステッチデータを生成するという極めて限定的なステッチデータを得るため
のものであり、ユーザが任意の画像データから、毛糸などを縫い付けるための装飾ステッ
チデータを生成できるものではなかった。また、刺繍縫い目と装飾ステッチデータの両方
を生成できるものでもなく、ユーザが画像データから刺繍縫い目データと装飾ステッチデ
ータの両方を得ることができ、多様な刺繍縫いを実現するものでもなかった。
　本発明は、上記したような現状に鑑みてなされたもので、画像データから刺繍縫い目デ
ータと装飾ステッチデータの両方を生成することが可能であり、これによりユーザが刺繍
縫い目と装飾ステッチの選択を適宜行うことができ、多様な刺繍縫いが可能となる刺繍デ
ータ生成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の刺繍データ生成装置は、刺繍すべき形状を表す画
像データを与えるための手段と、該画像データに基づいて刺繍すべき形状の刺繍縫い目を
表す縫い目データを生成するための縫い目データ生成装置と、前記画像データ又は縫い目
データに基づいて紐状体を刺繍対象物に縫いつけるための装飾ステッチデータを生成する
装飾ステッチデータ生成装置と、前記紐状体の種類と太さの中、少なくとも太さを指定す
る装飾ステッチ条件入力装置と、を備え、前記装飾ステッチデータ生成装置は、前記装飾
ステッチ条件入力装置による指定に対応して、少なくとも前記太さに対応したステッチラ
インのピッチＰの装飾ステッチデータを生成する、ことを特徴とする。
　前記画像データは例えばイメージスキャナ等から原画を読みとって、これをドットデー
タとしたもの等が使用可能である。縫い目データは従来から使用されている刺繍用の縫い
目データであり、通常針落ち点の座標データで構成されている。装飾物である紐状体を縫
いつけるための装飾ステッチデータも同様に針落ち点の座標データを用いることが可能で
あり、また通常は縫い目データよりも荒くて良く、縫い目データに基づいて生成すること
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が可能である。
　この刺繍データ生成装置により刺繍すべき形状を表す画像データから、縫い目データと
装飾ステッチデータの両方を生成するように構成することが可能になる。この場合、装飾
ステッチデータは前記画像データから直接生成するようにしても良いし、或いは先に縫い
目データを生成し、この縫い目データに基づいて生成するようにすることも可能である。
　装飾ステッチデータ生成装置は、装飾ステッチ条件入力装置により入力された紐状体の
太さに対応したステッチラインのピッチＰの装飾ステッチデータを生成するため、対象と
する紐状体に適応した装飾ステッチデータを得ることができる。
　なお、生成データ選択装置を設け、前記縫い目データ生成装置により縫い目データを生
成するか、前記装飾ステッチデータ生成装置により装飾ステッチデータを生成するか、或
は縫い目データと装飾ステッチデータの両方を生成するかを選択可能に構成することがで
きる。刺繍すべき形状が複数の単位模様により構成されている場合、該単位模様毎に、縫
い目データを生成するか、装飾ステッチデータを生成するか、或は縫い目データと装飾ス
テッチデータの両方を生成するか、を選択可能とするのが望ましい。
　更にステッチ変更入力装置を設け、前記装飾ステッチデータは、操作者の操作により任
意にステッチの方向θ、ステッチ幅Ｗ或いはステッチラインのピッチＰの中の１乃至３を
変更できるようにしておくのが望ましい。
　また前記生成した縫い目データ及び装飾ステッチデータに基づいて、仕上がり状態を示
す表示データを生成する表示データ生成装置を、更に備えることも可能であり、この表示
データにより、刺繍縫いとするか装飾ステッチ縫いとするかの選択を、ユーザにおいて仕
上がり状態の視覚的に確認に基づいて行うことが可能になる。
【発明の効果】
【０００６】
　以上説明したように本発明の刺繍データ生成装置によれば、取り込んだ画像データから
装飾ステッチデータを生成できるから、装飾ステッチ縫いを自動的に行える刺繍縫いミシ
ン等用のデータを簡単に生成することが可能になる。また、通常の縫い目と装飾ステッチ
の両方を生成できるから、ユーザの希望に応じて多様な刺繍が実現できる効果がある。
　また、装飾ステッチデータは、装飾ステッチ条件入力装置により入力された紐状体の太
さに対応したステッチラインのピッチＰの装飾ステッチデータとなるため、対象とする紐
状体に適応した装飾ステッチデータを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態のハード構成を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態を示す外観斜視図。
【図３】本発明の一実施形態における、画像データの構造を示す説明図。
【図４】本発明の一実施形態における通常の縫い目と装飾ステッチの一例を示す説明図。
【図５】本発明の一実施形態における動作を説明するフローチャート図。
【図６】ミシン本体を示す外観斜視図。
【図７】ミシン本体における表示／操作パネルの説明図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は本発明に係るデータ生成装置Ｘのハード的な構成を示すブロック図、図２はその
外観斜視図である。
　図１において、ＣＰＵ１はデータ生成装置Ｘ全体の制御を行っており、装飾ステッチデ
ータ生成装置３、表示データ生成装置４、縫い目データ生成装置５によりデータを生成さ
せ、該データをメモリカード２０に記憶させるようになっている。
【０００９】
　イメージスキャナ１１は所望の原画を読みとり、画像のドットデータをデータ生成装置
Ｘ本体に送るようになっている。データ生成装置Ｘ側ではこの画像データをデータ記憶装
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置２に一時的に格納するように構成されている。
　画像データ入力装置１２は記憶媒体等を介して画像データを入力するものであり、ＣＡ
Ｄ等の画像データ生成ソフトウエア等により作成された画像データを入力できるように構
成されている。この画像データもデータ記憶装置２に格納される。
　これらの画像データは所定の操作に対応して適宜表示装置１０に表示されるように構成
されている。
【００１０】
　データ生成装置として、装飾ステッチデータ生成装置３と縫い目データ生成装置５を備
えており、どのデータを生成するかを生成データ選択装置１４により選択できるようにな
っている。また両方のデータを生成するように指令することも可能なっている。
　縫い目データ生成装置５は通常の刺繍縫い目を生成するものであり、通常の畳縫い等の
刺繍縫い目データを生成するように構成されている。
　一方装飾ステッチデータ生成装置３は毛糸やリボン等を刺繍対象物に縫いつけるための
装飾ステッチデータを生成するものである。即ち、毛糸やリボンの中心線（軸線）にほぼ
沿って毛糸やリボン上に直接針を落とし、毛糸やリボンを布等に縫いつけ固定する装飾ス
テッチを生成する。
【００１１】
　図４に縫い目データと装飾ステッチデータの相違の一例を示す。左端の英文字Ａについ
て通常の縫い目で刺繍を行う場合には、ステッチ幅Ｗ＝３～７ｍｍ、ステッチラインのピ
ッチＰ＝０．４～０．６ｍｍ程度とすると、装飾ステッチの場合には毛糸等を縫いつける
目的であるため、ステッチ幅Ｗ＝２～４ｍｍ、ステッチラインのピッチＰ＝１．５～２．
５ｍｍ位が適当なステッチとなる。即ち、装飾ステッチの場合、一般にステッチ幅は小さ
くピッチは大きくなる。
　即ち、毛糸やリボンの紐状体を縫い付ける場合、通常は毛糸やリボンの中心線（軸線）
に沿ってステッチを形成して縫い付けを行うため、ステッチラインのピッチは装飾である
毛糸やリボンの幅に対応するピッチとなる。そのため装飾ステッチのピッチは刺繍縫い目
の密着したピッチよりも一般的には大きくなる。また、ステッチ幅を小さくすることで、
毛糸やリボンの供給量を少なくして毛糸やリボンの供給時の暴れを少なくし、確実に毛糸
やリボンに針を落としてきれいに縫い付けることができる。またステッチ幅を小さくする
ことで、毛糸やリボンが圧縮された状態となり、ボリューム感を出すことができるため、
装飾ステッチのステッチ幅は刺繍縫い目のものよりも小さくなる。
　なお、ステッチの方向θは予め所定のものに決めておいても良いし、或いは図形に応じ
て相応しい角度を自動的に設定しても良い。或いは、ユーザが操作により任意に設定する
ようにしても良い。
　装飾ステッチデータ生成装置３における装飾ステッチデータは画像データから直接生成
するようにしても良いし、或いは縫い目データ生成装置５で生成した通常の縫い目データ
から生成するようにしても良い。この実施形態では画像データから直接生成するようにし
ている。
【００１２】
　装飾ステッチ条件入力装置１５は装飾物の種類や、装飾物である毛糸やリボンの太さ等
を指定するものであり、該指定に応じて、装飾ステッチデータ生成装置３は前記ステッチ
幅Ｗ及びステッチラインのピッチＰを適当なものに選択して装飾ステッチデータを生成す
るようになっている。
　前記したようにステッチラインのピッチＰは紐状体の幅に対応するものであるため、毛
糸やリボンの太さ（径）に対応して予めステッチラインのピッチＰをデフォルト値として
決めておくことが可能である。また、ステッチ幅Ｗも紐状体が毛糸であるのか或はリボン
であるのか、その他材質などに応じて予めデフォルト値を設定しておくことが可能である
。
　また、該装飾ステッチデータはステッチ変更入力装置１６により前記ステッチ幅Ｗ、ス
テッチラインのピッチＰ及びステッチの方向θをユーザの任意のものに設定可能であり、
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また後に変更できるようになっている。この構成によりユーザは、毛糸やリボンの材質や
形状或は刺繍すべき模様形状や、刺繍縫いと装飾縫いとのバランスなど、種々の条件を配
慮した最適な装飾ステッチデータを生成させることが可能になる。
 
【００１３】
　通常の縫い目データを生成するか、或いは装飾ステッチデータを生成するかは前記した
ように生成データ選択装置１４によりユーザが選択可能であるが、該選択は各模様毎或い
は模様を形成する単位模様毎に設定可能なようになっている。
　図３は刺繍すべき形状である模様の構造の一例を示すもので、この模様Ｍは単位模様ｍ
１～単位模様ｍ５から構成されており、各単位模様ｍ毎に刺繍糸の色などを変えるように
構成されている。イメージスキャナ１１を用いる場合、各単位模様ｍ毎の原画を用意して
おき、各単位模様ｍ毎に読み込みを行うようになっている。
　ユーザは模様Ｍと各単位模様ｍを表示装置１０に表示させて、模様／単位模様選択装置
１３により各単位模様ｍ毎に生成すべきデータを選択できるようになっている。例えば、
単位模様ｍ１～単位模様ｍ４を通常の縫い目とし、単位模様ｍ５を毛糸を装飾物として用
いる装飾ステッチと指定すること等が可能である。また、各単位模様ｍについて通常の縫
い目データと装飾ステッチデータの両方の生成を指定することも可能であり、この実施態
様では両方のデータを生成するようになっている。
【００１４】
　以上のように、生成したデータに基づいて、表示データ生成装置４において仕上がり状
態を示す表示データが生成される。装飾ステッチデータの場合には、毛糸等をステッチし
た状態が表示できるデータが生成されるようになっている。この表示データは縫い目デー
タ及び装飾ステッチデータのそれぞれについて生成されるようになっている。
　この表示データに基づいて、後述するミシン本体Ｙの表示／操作パネル３０に、縫い目
データと装飾ステッチデータの両方の仕上がり状態を確認しつつ、ユーザは刺繍縫いとす
るか装飾ステッチとするかの選択を行えるように構成されている。
【００１５】
　以上により生成された縫い目データ、装飾ステッチデータ及び表示データは模様Ｍ毎更
には単位模様ｍ毎にメモリカード２０に格納されるようになっている。
　メモリカード２０はデータ生成装置Ｘに対して挿脱可能になっており、このメモリカー
ド２０を図６のミシン本体Ｙに挿入することにより刺繍縫いを実行させるように構成され
ている。
【００１６】
　ミシン本体Ｙは針機構３６と刺繍枠３５を有しており、刺繍枠３５に装着された布等の
刺繍対象物をＸ－Ｙ軸方向に移動させることによりメモリカード２０のデータに対応した
刺繍を行わせるようになっている。
　装飾ステッチの場合には、装飾物である毛糸Ｋ等を用意し、針機構３６に装着し、装飾
ステッチにより刺繍枠３５に装着された布等に毛糸Ｋを縫いつけていくようになっている
。なお、装飾ステッチの場合には、針機構３６の上糸は透明糸を用いるのが望ましい。
【００１７】
　ミシン本体Ｙには表示／操作パネル３０が設けられており、メモリカード２０に格納さ
れた表示データにより模様が表示されるようになっている。図７に図３と同じ模様を表示
／操作パネル３０に表示した例を示す。ここでは模様Ｍと共に単位模様ｍ１～単位模様ｍ
５が表示され、更に各単位模様ｍ毎に縫い目データに基づく縫いを実行するか或いは装飾
ステッチデータに基づく縫いを実行するかの選択ができるように構成されている。
　以上の構成により、多様な縫いが実現できる。
【００１８】
　図５により、動作を説明する。
　イメージスキャナ１１又は画像データ入力装置１２から画像データがデータ生成装置Ｘ
に入力されると（ステップＳ１）、データ記憶装置２に一度記憶される（ステップＳ２）
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。ユーザが模様／単位模様選択装置１３により模様或いは模様と単位模様を選択すると（
ステップＳ３）、選択された模様が表示装置１０に表示される（ステップＳ４）。そして
、生成データ選択装置１４により生成すべきデータが選択されると（ステップＳ５）、通
常の縫い目或いは装飾ステッチ、或いは通常の縫い目と装飾ステッチとが生成される（ス
テップＳ６、７、８）。選択した模様或いは単位模様全てについて選択がなされると（ス
テップＳ９）、表示データ生成装置４により表示データが生成され（ステップＳ１０）、
生成されたデータ全てがメモリカード２０に格納される（ステップＳ１１）。
【符号の説明】
【００１９】
１：ＣＰＵ、２：データ記憶装置、３：装飾ステッチデータ生成装置、４：表示データ生
成装置、５：縫い目データ生成装置、１０：表示装置、１１：イメージスキャナ、１２：
画像データ入力装置、１３：模様／単位模様選択装置、１４：生成データ選択装置、１５
：装飾ステッチ条件入力装置、１６：ステッチ変更入力装置、２０：メモリカード、３０
：表示／操作パネル、３１：縫い方選択キー、３５：刺繍枠、３６：針機構。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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